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命     令     書 
 

 

       申 立 人 Ｈ組合 

             代表者 執行委員長 Ａ 

 

 

       被申立人 Ｊ会社 

             代表者 代表取締役 Ｂ 

 

 

       被申立人 Ｋ会社 

             代表者 代表取締役 Ｃ 

 

 上記当事者間の令和５年(不)第30号及び同年(不)第65号併合事件について、当委員会は、

令和７年４月23日の公益委員会議において、会長公益委員小林正啓、公益委員横山耕平、

同大江博子、同尾川雅清、同酒井貴子、同土谷喜輝、同鶴田滋、同船木昭夫、同水島郁子、

同宮崎陽子及び同本西泰三が合議を行った結果、次のとおり命令する。 

 

主         文 

１ 被申立人Ｊ会社は、申立人が令和５年９月４日付けで申し入れた団体交渉に誠実に

応じなければならない。 

２ 被申立人Ｊ会社は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。 

記 

年 月 日 

  Ｈ組合 

    執行委員長 Ａ 様 

                          Ｊ会社 

                             代表取締役 Ｂ 

貴組合から令和５年９月４日付けで申し入れのあった団体交渉に誠実に応じなか

ったことは、大阪府労働委員会において、労働組合法第７条第２号に該当する不当労

働行為であると認められました。今後、このような行為を繰り返さないようにいたし
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ます。 

３ 申立人の被申立人Ｊ会社に対するその他の申立てを棄却する。 

４ 申立人の被申立人Ｋ会社に対する申立てを棄却する。 

 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求する救済内容の要旨 

１ 組合員１名の解雇撤回 

２ 団体交渉応諾 

 ３ 誓約文のホームページ上での掲示 

第２ 事案の概要 

１ 申立ての概要 

本件は、①Ｊ会社（以下「Ｊ」という。）が申立外Ｍ会社（以下「Ｍ」という。）

を破産させることにより 

Ｍで就労していた組合員１名を解雇したこと、②組合が、Ｊに対し、当該解雇の撤回

等を求め団体交渉を申し入れたところ、Ｊが、Ｍとは別法人であるとして団体交渉に

応じないこと、③Ｋ（以下「Ｋ」という。）の代表者が当該組合員１名の処分に係る

事情聴取に参加していたことなどから、組合が、Ｋに対し、当該処分に係る経過の説

明や当該組合員１名の解雇撤回等を求めて団体交渉を申し入れたところ、Ｋが、Ｍと

は別法人であるとして団体交渉に応じないこと、がそれぞれ不当労働行為であるとし

て申し立てられた事件である。 

第３ 争   点 

１ ＪがＭを破産させることにより令和５年８月31日付けでＤ組合員を解雇したことは、

組合員であるが故の不利益取扱い及び組合に対する支配介入に当たるか。 

①Ｊは、Ｄ組合員の解雇に関し、Ｄ組合員の労働組合法上の使用者に当たるか。 

②Ｊは、Ｄ組合員が組合の組合員であることから、Ｍを破産させたと認められる

か。 

③Ｊは、Ｍを破産させることによって、組合に対する支配介入を行ったと認めら

れるか。 

２ Ｊは、令和５年９月４日付け団体交渉申入れに係る団体交渉に関し、Ｄ組合員の労

働組合法上の使用者に当たり、Ｊが同団体交渉に応じなかったことは、正当な理由の

ない団体交渉拒否に当たるか。 

３ Ｋは、令和５年７月24日、同年８月３日及び同年９月４日付け団体交渉申入れに係

る団体交渉に関し、Ｄ組合員の労働組合法上の使用者に当たり、Ｋが同団体交渉に応

じなかったことは、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか。 
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第４ 認定した事実 

１ 当事者等 

（１）Ｊは、肩書地に本社を置き、薬局、高齢者住宅及び放課後等デイサービス事業を

営む株式会社である。 

Ｊの代表取締役であるＢ（以下「Ｂ社長」という。）は令和元年９月７日から

Ｍの代表理事を務めていた。 

（２）Ｋは、肩書地に本社を置き、Ｌと称する放課後等デイサービス事業を営む株式会

社である。 

Ｋの代表取締役であるＣ（以下「Ｃ社長」という。）は、Ｋの株式の100パーセ

ントを所有していた。 

（３）Ｍは、京都府長岡京市に主たる事務所を置き、Ｎ及びＰと称する事業所において

放課後等デイサービス事業を営む一般社団法人であり、Ｍの主たる事務所の所在

地は、Ｋの本店所在地と同一であった。 

令和５年８月16日、Ｍは、京都地方裁判所に破産手続開始の申立て（以下「本

件破産申立て」という。）を行った。同裁判所は、同年９月１日、Ｍについて破

産手続開始の決定（以下「本件破産手続開始決定」という。）を行い、同６年３

月７日、Ｍの破産手続廃止の決定（以下「本件破産手続廃止決定」という。）を

行った。 

（４）申立人Ｈ（以下「組合」という。）は、肩書地に事務所を置く、個人加盟の労働

組合であり、その組合員数は、本件審問終結時約350名である。 

２ 本件申立に至る経緯等 

（１）令和５年４月23日付け組合加入通知前の経緯について 

ア Ｊのホームページには、令和元年９月５日付けで「2019年10月１日より、Ｍ

様がＪグループとなります。（略）」と記載されていた。また、「Ｐの支援体

制」と題されたページには、Ｐの１日の定員数が10名である旨が記載されてい

た。 

イ 当時Ｍの代表理事であったＥ（以下「Ｅ氏」という。）及びＣ社長が、令和

元年９月７日付けで、同社の社員を辞して、Ｊ及びＢ社長個人がＭの社員とな

り、Ｍの社員は、この２者となった。また、Ｂ社長は、同日付けでＭの代表理

事に就任した。 

なお、Ｅ氏は、Ｍの社員を辞した後も同社において職員として管理・監督業

務を行っていたが、同５年６月頃、同社を退職した。Ｅ氏は、令和４年からＫ

の取締役も務めている。 

ウ ＭとＪは、令和３年７月30日付けで、「管理委託契約書」（以下「3.7.30管
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理委託契約書」という。）を締結した。3.7.30管理委託契約書には、ＭがＪに

委託する業務として、①Ｍの報酬管理、②土地等の地代の入金業務管理、③給

与等の振込業務、④申請書類に関する業務の補助等が記載されていた。また、

委託報酬は、月額10,000円と記載されていた。 

エ 令和３年10月、組合員Ｄ（以下、組合加入前も含めて「Ｄ組合員」という。）

は、Ｍにパート職員として採用され、Ｐで就労を開始した。Ｄ組合員は、同４

年４月１日からは契約職員となり、Ｎに異動した後、同年10月１日から正規職

員となった。 

オ ＭとＪは、令和３年12月28日付けで、Ｎを委託者として、「管理委託契約書」

（以下「3.12.28管理委託契約書」という。）を締結した。3.12.28管理委託契

約書には、ＮがＪに委託する業務として、①Ｍの報酬管理、②土地等の地代の

入金業務管理、③給与等の振込業務、④申請書類に関する業務の補助等が記載

されていた。また、委託報酬は、月額50,000円と記載されていた。 

カ 令和５年４月14日、Ｍにおいて、虐待防止委員会（以下「5.4.14虐待防止委

員会」という。）が開催され、Ｎの管理者Ｆ（以下「Ｎ管理者」という。）、

Ｐの管理者Ｇ（以下「Ｐ管理者」という。）及びＣ社長は、Ｄ組合員に対し、

児童に対する言葉遣い等についてヒアリングを行った。 

なお、厚生労働省の「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の

手引き」には、虐待防止委員会には、虐待防止マネジャーの他利用者の家族、

各法人等で取り組まれている苦情解決の仕組みで設置されている第三者委員等

の外部委員を入れてチェック機能を持たせる等、形骸化しないように実効的な

組織形態にする必要がある旨が記載されている。 

キ Ｍは、令和５年４月17日付けで、Ｄ組合員に対し、「業務改善指導書」と題

する書面を手交した。同書面には、Ｄ組合員は、児童福祉法に基づく適切な支

援や就業規則に則った服務に従事できていないため、次の事項について指導及

び注意を行うとして、①利用児童が安全に施設を利用する権利を尊重する、療

育や虐待防止に関して指導や研修を更に受け、児童指導員としての責務を全う

できるよう資質向上に努める、②担当業務や就業規則をしっかり理解し、日々

の業務を行う、③業務に必要なコミュニケーションスキルの向上に努める、④

同月14日に事業所内で事実を確認し、指導を行った児童への暴言に関し、今後

の指針を文章にまとめて提出すること、等が記載されていた。 

ク 令和５年４月19日、Ｄ組合員は、Ｍに対し、「ハラスメントの申告と調査・

是正などの申告・要求」と題する同日付け文書を提出した。 

同文書には、Ｎの管理者から受けた様々なハラスメントに苦しんでいること
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から、ハラスメントの調査、是正、中止、再発防止を求めるとして、同年３月

29日以降の当該管理者の行為が時系列で記載されており、①同年４月14日には、

5.4.14虐待防止委員会の後、本日の子どもの直接支援はだめだと言われた旨、

②同月17日には、職場についてすぐ当該管理者から子どもへの直接の支援は本

日もだめだと伝えられた旨等が記載され、直ちにハラスメントを中止し、当該

管理者がＤ組合員に業務上接触しないようにしてほしい旨等が記載されていた。 

ケ 令和５年４月20日、Ｎの管理者は、Ｄ組合員に対し、「残業・休日出勤申請

書取扱通知」を交付した。同書面には、Ｄ組合員から残業・休日出勤の申請が

あった同年３月１日から同月31日の土曜日及び日曜日を除く全ての日について

不承認である旨記載され、その理由は、全て「就業規則第20条の３のルールに

対応していないため、また、提出された申請理由について、実施していた形跡

が確認できないため」であると記載されていた。 

（２）令和５年４月23日付け組合加入通知からＭの破産手続開始の申立てまでの経緯に

ついて 

ア 組合は、令和５年４月23日付けで、Ｍに対し、「労働組合加入通知および団

体交渉申入書」（以下「5.4.23団交申入書」という。）を送付し、Ｄ 

組合員が組合へ加入した旨通知するとともに、団体交渉（以下「団交」とい

う。）を申し入れた。 

5.4.23団交申入書には、時間外労働手当の請求を契機として、業務に関する

ヒアリングを受け、同月17日には「業務改善指導書」を受けるに至っている旨、

同書に記載されている「児童への暴言」などは事実無根であり、同月14日以降、

ＭがＤ組合員による児童への直接的支援の禁止を行っていることについて、正

当な理由なく本来の業務を奪うもので、退職に追い込むという目的をもった行

為との疑念を抱かざるを得ない旨、及び話合いで問題を解決するため、団交を

申し入れる旨の記載とともに、要求事項として、①児童への直接支援の禁止を

解除すること、②就業規則を提供すること、③正当な残業代を支払うこと、④

組合加入や組合活動を理由として不利益取扱いを行わないこと、⑤合意内容を

協定書化すること、の５点が記載されていた。 

イ 令和５年６月１日、Ｎ管理者は、Ｂ社長に対し、組合から団交申入れがあっ

た旨連絡した。 

ウ 令和５年６月２日、Ｍと組合との間で、Ｄ組合員の児童への直接支援禁止の

解除、残業代の支払等を議題とする団交（以下「5.6.2団交」という。）が開催

され、Ｍ側からはＰ管理者、Ｅ氏及び時間勤務の職員１名が出席した。 

エ 令和５年６月14日、組合は、Ｍが、Ｄ組合員の児童への直接支援の禁止を解
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除すること等を議題とする団交において、決定権限を持つ者を出席させず、団

交申入書及び必要な資料を持参しない等の不誠実な対応をとったことが不当労

働行為であるとして、当委員会に対し、不当労働行為救済申立てを行った（令

和５年(不)第30号事件）。 

オ 京都府国民健康保険団体連合会は、令和５年６月15日付けで、 

Ｎについて、同年５月受付分の支払決定をしたとして、「障害福祉サービス費

等支払決定額通知書」を交付した。同書面の決定金額内訳には、当月支払金額

として113万8,246円と記載されていた。 

カ Ｊは、Ｍの銀行口座へ、令和５年６月21日に58万2,463円の、また、同月23日

には55万円の振込を行った。 

同月のＭの入金合計額は459万4,343円、出金合計額は467万4,043円、口座残

高は87万2,514円であった。 

キ 令和５年７月14日付けで、京都府国民健康保険団体連合会は、Ｎについて、

同年６月受付分の支払決定をしたとして、「障害福祉サービス費等支払決定額

通知書」を交付した。同書面の決定金額内訳には、当月支払金額として104万

8,917円が記載されていた。 

ク 令和５年７月16日、Ｂ社長は、Ｍの銀行口座へ、20万円の振込を行った。 

同月のＭの入金合計額は356万3,637円、出金合計額は402万6,645円、口座残

高は40万9,506円であった。 

ケ 令和５年７月24日、組合は、Ｋに対し、「団体交渉申入書」（以下「5.7.24

Ｋ団交申入書」という。）を送付し、団交を申し入れた（以下「5.7.24団交申

入れ」という。）。 

5.7.24Ｋ団交申入書には、Ｋは、Ｎ、ＰとともにＬを一体的に展開している

と考えられる旨、Ｅ氏がＮの管理職を務めるとともに会社を代表する立場とし

て5.6.2団交に参加していたことに加え、単なる参加者ではなく会社側のほぼ唯

一の発信者としてＤ組合員に対する会社の処遇の正当性を主張していた旨、並

びに生徒から隔離されたＤ組合員の現状を解決するにはＥ氏及びＫの関与を解

明することが必要と考えている旨の記載とともに、要求事項として、①Ｅ氏が

5.6.2団交に参加するに至った経緯を説明すること、②Ｅ氏がＤ組合員に対する

生徒からの隔離などに関わった経緯を説明すること、③児童への直接支援の禁

止を解除すること、④就業規則を提供すること、⑤正当な残業代を支払うこと、

⑥組合加入や組合活動を理由として不利益取扱いを行わないこと、⑦合意内容

を協定書化すること、の７点が記載されていた。 

コ 令和５年７月31日、Ｍは、Ｄ組合員に対し、Ｎの閉鎖に伴い同年８月31日付
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けで解雇する旨の解雇予告通知書（以下「5.7.31解雇予告通知書」という。）

を送付した。また、Ｍは、同年７月31日付けで、Ｎの他の従業員に対しても解

雇予告通知書を送付した。 

サ 令和５年８月１日、Ｋは、組合に対し、「送付文」と題する文書を送付した。 

同文書には、組合からの団交申入れに回答するとして、①Ｋは、Ｌのみ経営

を行っており、Ｍとは別法人であること、②Ｋ取締役（非常勤）Ｅ氏は、個人

の雇用契約の中でＭの業務に従事していたことの点で団交申入れに応じる立場

にない旨記載されていた。 

シ 令和５年８月３日、組合は、Ｋに対し、「団体交渉申入書」（以下「5.8.3団

交申入書」という。）を送付し、Ｋに対し、団交を申し入れた（以下「5.8.3団

交申入れ」という。）。5.8.3団交申入書には、Ｎの閉鎖が通告されたが、これ

までの経過を振り返ったところ、Ｋも関与していると考えざるを得ない旨記載

されるとともに、要求事項として、5.7.24Ｋ団交申入書の要求事項に追加要求

するとして、①Ｌ含め３事業所全体の経営状況を明らかにすること、②その他

関連事項の２点が記載されていた。 

ス 令和５年８月10日、Ｋは、組合に対し、「送付文」と題する文書を送付した。 

同文書には、組合からの団交申入れに回答するとして、①Ｋは、Ｌのみ経営

を行っており、Ｍとは別法人であること、②Ｎの閉鎖等に関与の事実がないこ

と、③Ｋ取締役（非常勤）Ｅ氏は、個人の雇用契約の中でＭの業務に従事して

いたことの点で団交申入れに応じる立場にない旨記載されていた。 

（３）Ｍの破産申立てから令和５年(不)第65号事件申立てまでの経緯について 

ア 令和５年８月16日、Ｍは、京都地方裁判所に対し、本件破産申立てを行った。 

また、Ｍの代理人弁護士が同日付けで裁判所に提出した報告書には、Ｍの破

産原因が生じた事情として、次の(ア)から(エ)の記載があった。 

（ア）財務状況等 

令和２年度から令和４年度の①人件費及び売上高比率として、(ⅰ)令和２

年度決算における人件費は1,600万円、売上高比率は60％程度であったこと、

(ⅱ)令和３年度決算における人件費は約1,900万円程度、売上高比率は84.3％

であったこと、(ⅲ)令和４年度決算における売上高比率は87.8％まで上がっ

ていたこと、②「高い人件費率」として、(ⅰ)令和４年１月31日からＮが事

業を開始したが、新規で利用者を取ることができなかったこと、(ⅱ)Ｐでも、

正社員４名パート７名を雇用しており、月々200万円の売上をもってしても、

諸経費を抜くと赤字になっていたこと、③「営業損失」として、(ⅰ)令和３

年度に営業損失約1,000万円、令和４年度に営業損失約1,500万円を出してい
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ること、(ⅱ)両事業所合わせて、月に100万円以上の赤字を出していたこと。 

（イ）現預金の急激な減少 

①令和３年３月末時点、3,500万円あった預金額について、令和４年３月末

に1,900万円、令和５年３月末に320万円まで減少し、令和５年７月末時点で

は、現預金は30万円程度しかない、②「令和３年度の営業損失約1,000万円の

補填、令和４年度の営業損失約1,500万円の補填、令和４年のＮ開設に関する

設備投資約700万円程度を預金から出したようである。」 

（ウ）労使関係の悪化 

「代表理事は、Ｅ氏に運営に関する大きな権限を与えていたところ、Ｅ氏

は①自分の給与を上げたにも関わらず、代表理事に了承を得ず自分の出勤日

を減らす、②人員を過剰に採用し、過剰な人員配置を行う、などを行った。

（福祉業であるため、人員に余裕があることは望ましいが、法定の配置基準

を著しく超えた配置を行った。）代表理事とＥ氏の間の信頼関係が崩壊し、

Ｅ氏は令和５年６月末に退職をした。続けて、代表理事は、経営状態改善の

ため、従業員に対して、人員削減（取り急ぎ、パートを減らしたシフト変更）

を行うように指示した。そうしたところ、代表理事と従業員の関係が著しく

悪化した。」 

（エ）経営再建の検討及び断念 

「代表理事は、令和５年６月末頃に預金残高が80万円程度になった後に、

Ｊからの援助などをして何とか資金を融通した。（なお、債務者法人の財政

状況では、融資を受けることはできない。）代表理事は、経営再建を考え、

Ｎを閉鎖し、Ｐのみを残存させることとした。そこで、債務者法人は、Ｎの

従業員に対して、解雇予告通知を令和５年７月31日付で発送した。しかし、

代表理事が、再度弁護士と経営状況を確認したところ、債務者法人としては、

早急な人員削減が急務であるが、労使関係が悪化していること、退職に関す

る金銭なども全く用意できない状況にあることがわかった。債務者法人は、

このまま Ｐ を継続することも難しく、偶発的なできごとがあれば、突発破

綻が免れず、利用者に（現段階で破産するよりも）多大な迷惑をかけること

となると認識した。よって、代表理事（社員）は、経営再建を断念し、突発

破綻を避けるために、破産申立てをすることとした。Ｐの従業員にも、８月

２日付で、解雇予告通知を発送した。」 

イ 令和５年９月１日、京都地方裁判所は、本件破産手続開始決定を行った。 

ウ 令和５年９月４日、組合は、Ｊ、Ｍ及びＫの３社に対し、団交申入書（以下

「5.9.4団交申入書」という。）を送付し、団交を申し入れた（以下「5.9.4団
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交申入れ」という。）。 

5.9.4団交申入書には、同年８月17日の団交でＭの財政状況が明らかになった

ものの、Ｄ組合員を解雇する正当な理由とはなり得ない旨、Ｎ及びＰの閉鎖を

撤回されたい旨、及びＫが回答していないことに対し抗議する旨の記載ととも

に、要求事項として、①Ｎ及びＰの閉鎖を撤回し、存続の方途を検討すること、

②Ｄ組合員に対する解雇を撤回すること、③他の事業所への配転など解雇を回

避する方途を検討すること、④資料を示してＪの５期分の経営状況を明らかに

すること、⑤６月２日の団交について謝罪すること、⑥児童への直接支援を禁

止する等Ｄ組合員に対して行ったハラスメントについて謝罪すること、⑦Ｊの

就業規則を提供すること、⑧正当な残業代を支払うこと、⑨組合加入や組合活

動を理由として不利益取扱いを行わないこと、⑩合意内容を協定書化すること、

の10点が記載されていた。 

エ 令和５年９月13日、Ｊは、組合に対し、「ご連絡」と題する書面（以下

「5.9.13回答書」という。）を提出した。 

5.9.13回答書には、組合からの同月６日付け団交申入書に対し連絡するとし

て、①Ｍとは別法人である旨、②ＪがＭの給与計算を行ったのは、同年６月及

び７月のみで、Ｍの財政危機により、緊急的に給与計算をしたにすぎず、Ｍの

事務全般の処理を行った事実も、ＭがＪの一部門として運営されていたとの事

実もない旨、③Ｄ組合員の労働条件等について決定する立場にはなく、Ｄ組合

員の処遇について組合と団交を行うことはできない旨が記載されていた。 

オ 令和５年11月２日、組合は、①ＪがＭを破産させることによりＭで就労して

いた組合員１名を解雇したこと、②Ｊに対し、当該解雇の撤回等を求め団交を

申し入れたところ、Ｊが、Ｍとは別法人であるとして団交に応じないこと、③

Ｋの代表者が当該組合員１名の処分に係る事情聴取に参加していたことなどか

ら、組合が、Ｋに対し、当該処分に係る経過の説明や当該解雇の撤回等を求め

て団交を申し入れたところ、Ｋが、Ｍとは別法人であるとして団交に応じない

こと、がそれぞれ不当労働行為であるとして、当委員会に対し、不当労働行為

救済申立てを行った（令和５年(不)第65号事件。以下、「5-65事件」とい

う。）。 

（４）5-65事件申立後の経緯について 

ア 令和５年11月13日、Ｋは、組合に対し、「送付文」と題する文書を送付した。 

同文書には、組合からの団交申入れに回答するとして、①Ｋは、Ｌのみ経営

を行っており、Ｍとは別法人であること、②Ｄ組合員の解雇等に関与の事実が

ないことの点で団交申入れに応じる立場にない旨記載されていた。 
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イ 令和５年11月22日、Ｍの破産管財人（以下「破産管財人」という。）は、京

都地方裁判所に対し、「業務要点報告書（第１回）」（以下「5.11.22業務要点

報告書」という。）を提出した。5.11.22業務要点報告書には、直近３期の業務

推移として、次のとおり記載されていた。 

 令和２年度 

（Ｒ３．３期） 

令和３年度 

（Ｒ４．３期） 

令和４年度 

（Ｒ５．３期） 

売上高 26,874 23,525 34,624 

営業損益 ▲314 ▲9,974 ▲14,753 

経常損益 1,188 ▲9,926 ▲13,713 

当期損益 892 ▲9,855 ▲13,903 

純資産 1,116 ▲8,738 ▲17,889 

                                  （単位：千円） 

ウ 令和６年３月７日、京都地方裁判所は、Ｍについて、破産手続の費用不足を

理由として、本件破産手続廃止決定をした。 

エ 令和６年４月26日、組合は、Ｍに対する不当労働行為救済申立てを取り下げ

た。 

第５ 争点に係る当事者の主張 

１ 争点１について 

（１）申立人の主張 

ア Ｊは、Ｄ組合員の解雇に関し、Ｄ組合員の労働組合法上の使用者に当たるか、

について 

（ア）朝日放送事件の最高裁判決（平成５年（行ツ）第17号事件）は、「雇用主

と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定すること

ができる地位にある場合には、その限りにおいて、右事業主は同条の『使用

者』に当たる」と判断している。労働者の労働条件に実質的な決定権を持つ

者、大きな影響を与える立場にある者も「使用者」と解すべきである。 

（イ）Ｊは、形式的に「別法人」と主張しているだけである。Ｊの代表者でもあ

るＢ社長は、同じ放課後等デイサービス事業でありながら、20箇所以上もの

Ｊの事業所は運営が継続でき、わずか２箇所のＭの事業所が何故「財政破綻」

したのかを明らかにしなければならない。形式的に別法人だと主張して、全

てを闇の中に葬り去ろうとする行為は許されるものではない。 

Ｂ社長は、ＭがＪのグループ企業であるとホームページで公言している。

Ｊのホームページに、ＭのＰ及びＮが、まるでＪの一部門の事業所であるか

のように紹介されていた。グループ企業という枠を超えた関係性が見て取れ
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る。第１回審問で、Ｂ社長はＪ代理人弁護士の「Ｊグループになりますって、

これはどういった趣旨ですか。」との質問に対して、「ブランディングのた

めです。」と答えているが、少なくともＪのホームページにＭのことをどの

ように記載するかは、Ｂ社長の裁量で全く自由であったのは間違いのない事

実である。 

また、Ｂ社長は、Ｊの従業員にＭの給与計算を命じることができる権限を

有していた。5.9.13回答書に、Ｊが令和５年６月・７月にＭの給与計算を行

ったとの記載がある。ＪとＭが特別な関係にあることとＢ社長の裁量でどの

ようにでも対応できることの証しである。 

（ウ）ＭとＪは、人的、業務的一体性があり、Ｍの債権でさえもＪが管理できる

体制にあった。Ｄ組合員へのパワハラ、解雇の責任は、Ｍを実質支配してい

たＪにある。 

また、Ｍの本社機能があるのは、Ｊの薬局が営業している住所と完全に一

致しており、経理関係書類と法人印が保管されている。さらに、Ｍの介護報

酬債権がＪに振り込まれ、Ｊがその一部を差し引いた上でＭに振り込んでお

り、備品等の購入すらＪを通してしかできない。Ｍの介護報酬債権がＪに振

り込まれているのは、Ｊが代理請求を行っているからとしか考えられず、代

理請求を行うことができるのは同一事業者だからである。 

（エ）以上のとおりであるから、Ｊは、Ｄ組合員の労働組合法上の使用者である。 

イ Ｊは、Ｄ組合員が組合の組合員であることから、Ｍを破産させたと認められ

るか、について 

以下のとおり、Ｍの破産は、Ｄ組合員が組合に加入したことにより、Ｄ組合

員を解雇する目的をもってなされた偽装破産と考えざるを得ない。 

（ア）Ｊは、Ｍが放課後等デイサービス事業を開始する前から幅広く事業展開を

していた。Ｂ社長には、放課後等デイサービス事業の運営に関する知識、経

験が蓄積されていたはずであり、Ｍが運営する放課後等デイサービス事業所

のみが破産するほどの経営状況に陥ったとは到底考えられない。 

また、破産しなければならない程の経営悪化はある日突然やって来るもの

ではない。事前に経営状況は把握されているはずであり、悪化傾向があれば

対策を行うのが常識である。Ｍの説明によれば､人件費率が高いことが原因と

のことであるが、対策が講じられた痕跡はない。 

（イ）「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」第46条

により、指定障害者福祉サービス事業者は、事業を廃止する場合廃止の日の

１月前までに都道府県知事に届け出なければならないとされているが、Ｍは
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１月前までに届け出ていない。また、同法第43条第４項により、引き続きサ

ービスの提供を希望する者に対し、必要なサービスが継続的に提供されるよ

う、「他の指定障害者福祉サービス事業者その他関係者との連絡調整その他

の便宜の提供を行わなければならない」とされている。京都市の場合は、廃

止に係る届出書を提出する前に、十分な時間的余裕をもって、事前相談を行

うよう指導を行っている。しかし、Ｍは事前相談を行っていない。指定障害

者福祉サービス事業者が事業廃止する際には、サービスの提供を受けている

「障害者」への対応をまず優先的に考えなければならない。しかし、Ｍは全

く考慮することなく、先に廃止を決定してしまったのである。「障害者の日

常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に定められた廃止の手

続を無視し、支援を要する児童への支援の継続さえも考慮することなく閉鎖

を急いだのは、組合への強い嫌悪以外に理由が見いだせない。 

（ウ）Ｊのホームページを見ると、Ｎ、Ｐに関するものは削除されたが、Ｊ直営

の放課後等デイサービス事業所については変わりなく掲載されているようで

あり、Ｍが運営する事業所のみが廃止されたものと考えられる。 

（エ）Ｍの生殺与奪の権利を実質的に保有していたＪは、形式上法人格を異にし

ていたとしても、Ｍを支配下においていた。Ｂ社長は、意図的にＭを破産さ

せ、組合との関わりを絶とうとしているのである。同じ業種で同じ代表者で、

Ｍは対策が全くされないまま事業所が閉鎖され、Ｊは継続されており、Ｄ組

合員が組合に加入したことにより、Ｄ組合員を解雇する目的をもってなされ

た偽装破産と考えざるを得ない。この行為は、労働組合法第７条第１号に違

反する不当労働行為である。 

ウ Ｊは、Ｍを破産させることによって、組合に対する支配介入を行ったと認め

られるか、について 

偽装破産によってＤ組合員を解雇する行為は、労働組合の結成・運営に支配

介入する行為である。 

（２）被申立人Ｊの主張 

ア Ｊは、Ｄ組合員の解雇に関し、Ｄ組合員の労働組合法上の使用者に当たるか、

について 

（ア）Ｊは、Ｍの社員、すなわち、株式会社でいうところの株主に該当する。そ

のため、Ｍについて社員であるＪがグループと記載することに問題はない。

Ｍは一般社団法人であり、ＪとＭには資本関係はなく、Ｍの利益が株式会社

のようにＪに配当されることもなく、ＪとＭは、実態的にも経済的にも独立

している。 
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朝日放送事件判例の趣旨は特に争わないが、同事件は、雇用契約締結相手

ではない派遣先の指揮・監督下で勤務していたという事件である。 

ＪとＤ組合員との間に直接の雇用関係はない。Ｄ組合員が、Ｊの指揮監督

の下、労務に従事したということはない。Ｄ組合員が、Ｊの業務に従事して

いたということもない。Ｊが、Ｄ組合員の作業日時、作業時間、作業場所、

作業内容等を自ら決定していたということもない。 

そのため、本件は、同判例の射程外である。 

（イ）Ｍの事業所が、Ｊの一部門の事業所であるかのように紹介されていたとの

組合主張について 

Ｊのホームページ上でＭへのリンクが記載されていたにすぎない。これは、

Ｊにおけるブランディング強化という理由に基づくものである。ＪとＭがグ

ループ企業であるような記載は一切なかった。ＪとＭは別の法人であって、

経理上も運営上も別の法人である。そもそも、Ｊの本店は茨城県にあって、

ＪにはＪが雇用する従業員がいる。Ｊの従業員とＭの従業員との間で交流も

ない。なお、Ｊでは、放課後等デイサービスの事業を行う際、「Ｑ」という

名で行っており、「Ｍ」の名称は一切使用していない。 

（ウ）ＪがＭの事務を行っていたとの組合主張について 

ＪがＭの事務を行ったのは、Ｍの従業員の令和５年６月分、７月分の給与

の計算を行った程度のことである。それは、令和５年５月、Ｍが契約してい

た社労士事務所の顧問契約を解除したこと、及び、令和５年６月末で人件費

が高かったＥ氏（当時経理事務を担当）に自主退職してもらったため、Ｍで

事務処理をすることができなかったことが理由である。なお、社労士事務所

の顧問契約の解除やＥ氏の退職は、Ｍが当時既に財政的に破綻をしていたこ

とやＥ氏に不正があったことなどが理由である。Ｍの新体制ができるまでの

間、ひとまずＪの事務局長らに対し、給与計算を行うよう依頼した。あくま

で便宜のために行ったものである。 

（エ）以上のとおり、Ｊは、Ｍを支配下においてはおらず、さらに部分的にとは

いえＪがＭと同視できる程度に現実的かつ具体的にＤ組合員を支配、決定す

ることができる地位にあったということもない。 

ＪとＭは異なる法人であって一体と評価することもできず、ＪとＤ組合員

とは労使の関係にない。 

したがって、Ｊは、Ｄ組合員との関係において、労働組合法上の使用者に

該当しない。 

イ Ｊは、Ｄ組合員が組合の組合員であることから、Ｍを破産させたと認められ
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るか、について 

（ア）破産するほどの経営状況に陥ったとは考えられないとの組合主張について 

ａ Ｍが破産に陥ったのは、人件費率が高い一方で、新規利用者を獲得でき

ず赤字が膨らんだことが原因である。実際に、令和５年７月末時点のＭが

所持する現金は30万円程度であった。人件費の売上高比率は、令和３年度

決算で約84％もあり、令和４年度決算では約88％もあった。Ｍの経営再建

を断念し、突発破綻を避けるために、破産申立てをすることを決めた。 

Ｎと同じくＰも毎月赤字であったものの、法定の人員基準を上回り配置

していたため、人件費を下げることで収支を改善させることができる可能

性があると考えたため、先にＮの閉鎖を決定した。 

ｂ Ｂ社長は、Ｍの従業員に対して、人件費がかさんでいるので売上げが上

がらないとＮかＰ、あるいはＭそのものが存続できなくなるということを

説明したり、売上げを上げるためにＰで受け入れることができない利用者

をＮに紹介するなどすることや利用者を増やすための営業活動をすること

を求めていたが、結局従業員らの協力を得ることができず、赤字が改善・

解消されることはなかった。 

（イ）Ｄ組合員は他の従業員との区別なくＭの業績不振による破産を原因として

解雇されたのである。Ｄ組合員が、組合の組合員であることを理由としてＪ

がＭを破産させたわけではなく、Ｄ組合員の解雇は、Ｄ組合員が組合員であ

るが故の不利益取扱いに該当しない。 

ウ Ｊは、Ｍを破産させることによって、組合に対する支配介入を行ったと認め

られるか、について 

Ｍが破産したのは業績不振が原因であり、Ｍを破産させることによって、Ｊ

が、組合に対する支配介入をしたなどといえないことも明らかである。 

２ 争点２について 

（１）被申立人Ｊの主張 

Ｊにおいて、Ｄ組合員が所属する組合と団交に応じなかったことは、ＪがＤ組

合員と労使の関係にないことから団交拒否にも該当しない。 

（２）申立人の主張 

労働現場で生じる様々な諸問題・課題については、第一義的には労使間での話

合いにより解決が図られるべきものである。最高裁判決に基づけば、「使用者」

の判断は、団交を労働組合の基本的権利として保障する労働組合法第７条の趣旨

目的にかなうものでなければならない。「偽装破産」が議題になる団交には、

「破産」会社だけでなく、「破産」会社の「破産」決定に関わる大きな影響力を
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行使できる会社もまた「使用者」と判断されなければならない。 

ＭとＪは、人的、業務的一体性があり、Ｍの債権でさえもＪが管理できる体制

にあった。Ｊは組合との団交に応じなければならないのである。 

組合との団交に応じない行為は、労働組合法第７条第２号に違反する不当労働

行為である。 

３ 争点３について 

（１）申立人の主張 

ア 使用者性について 

朝日放送事件の最高裁判決は、「使用者」概念を不当労働行為救済制度の目

的から広く判断したものである。以下の理由によりＫもまた使用者として判断

されなければならない。 

（ア）Ｋの登記簿上の住所が、Ｍの住所と一致する。 

（イ）ＫとＭは同じ放課後等デイサービスを運営する法人である。研修等を共同

して行っている。 

（ウ）Ｋ代表取締役のＣ社長はＭの元社員であり、Ｋの取締役Ｅ氏は､Ｍの元代表

理事で､Ｍの従業員であった。ＭとＫの両方で働く労働者やＭを退職してその

後Ｋで働いている労働者もいるなど、人的関係は深いものがある。Ｋの取締

役であるＥ氏は、Ｍの元代表者、元管理者及び元従業員であり、組合とＭと

の団交で主に発言していた。Ｅ氏は、Ｄ組合員の個人情報を共有したことに

なるのではないのか。共有する関係でないのなら極めて繊細なプライバシー

に関わる聴取等に複数回参加したことの責任が問われなければならない。 

（エ）Ｄ組合員はＫに業務の応援に何度か行っている。Ｄ組合員以外にも少なく

とも複数のＮの従業員が複数回Ｋの業務応援に行っている。Ｋの正社員も２

～３日Ｎの応援に来ていた。 

（オ）令和５年３月29日、同年４月14日の「ヒアリング」にＫのＣ社長は参加し

ている。単に協力関係にあるという程度の関係であるならば､聴取に関わるべ

きではない。 

Ｄ組合員への不当処分は、児童への直接支援を事実上無期限に禁じた非常

に重いものであった。Ｄ組合員の労働条件を大きく悪化させる処分に加担し

た行為は、基本的労働条件改悪の決定行為に関わったものであり、労働組合

法第７条にいう「使用者」に該当する。 

イ 団交拒否について 

Ｋは、Ｍと役員レベルでの人的つながりがあり、個人情報さえも共有される

強い関係にあり、Ｄ組合員への悪質なパワハラにも関与しており、組合との団



 

- 16 - 

交に応じる義務がある。申立人との団交に応じない行為は、労働組合法第７条

第２号に違反する不当労働行為である。 

（２）被申立人Ｋの主張 

ア 使用者性について 

（ア）「使用者」（労働組合法第７条）の意義について 

労働組合法上の「使用者」は、労働契約関係ないしはそれに近似ないし隣

接した関係を基盤として成立する団体的労使関係の一方当事者を意味し、雇

用主以外の事業主であっても、その労働者の基本的な労働条件等について、

雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定す

ることができる地位にある場合には、その限りにおいて、「使用者」に当た

るものと解するのが相当である。 

（イ）ＫがＤ組合員の「使用者」に該当しないこと 

ａ そもそも、ＫとＤ組合員との間に雇用契約が締結されていないこと及び

ＫからＤ組合員に対する給与の支払がなされていないことは当事者間で争

いがない。また、Ｃ社長は、Ｄ組合員がＭでどのような労働条件で雇用さ

れているかさえも把握していない。 

また、ＫはＤ組合員に業務上の指示をしていない。 

Ｄ組合員が、Ｋの運営するＬではなく、Ｍの運営するＰ及びＮで勤務し

ていたことは争いがない。また、本件審問において、Ｄ組合員自身も、

「Ｃさんから業務に関する指示があったことはないですよね」との問いに

対し、「多分ないと思いますね。はい｡」、「ＥさんからＫの業務について

業務指示を受けたこともないですよね」との問いに対し、「Ｅ氏からです

か。ないですね。はい｡」と回答している。 

ｂ さらに、ＫはＤ組合員の労働条件の決定やその解雇に一切関与しておら

ず、またその権限もなかった。 

ＪのＢ社長は、「Ｄさんを含めてＭの従業員の労働時間の管理とか、そ

ういう権限とういうのはどなたがお持ちだったんですか｡」との問いに対し

て、「多分、各管理者とＥさんだと思います｡」と回答し、また、Ｃ社長も

Ｍの雇用関係等に関する権限を有していることを認めていない。さらに、

団交に参加した組合の執行委員長もＤ組合員の処遇を最終決定するのはＢ

社長である旨聞いていたと述べる。また、ＪのＢ社長はＮの事業所の閉鎖

及びＭの破産申立てについてはＢ社長のみで決定していたと述べており、

Ｄ組合員の労働条件の決定はＭのみが行っていた。少なくともＣ社長が関

与していたことは一切ない。 
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ｃ 以上、ＫはＤ組合員と雇用契約を締結せず、またＤ組合員に業務上の指

示を行うこともなく、更にＤ組合員の労働条件に関与する機会もなかった。

したがって､ＫはＤ組合員の基本的な労働条件等について、雇用主と部分的

とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができ

る地位にある場合とは到底いえず、「使用者」（労働組合法第７条）に該

当しない。 

（ウ）ＫとＭは別個独立の企業であること 

ａ 登記簿上の住所の一致について 

組合が主張するとおり、Ｍの主たる事務所とＫの本店所在地は一致して

いる。しかし、Ｍは、Ｎ及びＰで事業を行っており、ＫはＬで事業を行っ

ているのであり、実際の事業地は全く異なる。 

実際、Ｃ社長もＫヘの郵便物はＬに届いていたと証言しており、ＫがＬ

で事業運営をしていたことは明白である。 

ｂ 合同研修について 

確かに、ＫとＭは合同で研修を実施することはあった。ＫはＭ以外の

別法人との間でも合同で研修を行っていた。また、高槻市には事業者間

で構成された高槻事業連絡会という団体が存在し、事業者間の連携のた

めの会議などが開かれていた。以上、福祉事業を行う事業体間では、合

同で研修をすることは一般的なことであり、ＫとＭが同一の法人である

ことを基礎づけない。 

ｃ Ｅ氏の兼業及び団交時の発言について 

Ｅ氏の団交における発言については不知であるが、仮に組合の主張どお

りＥ氏が発言していたとしても、Ｅ氏はＭの従業員の立場として発言して

いたものにすぎず、Ｋが使用者であることを基礎づけることはない。 

ｄ 業務応援について 

組合はＤ組合員がＫに２回ほど業務応援に来たと主張するが、そのよう

な事実は認められない。組合が、Ｄ組合員が業務応援に来たと主張する令

和４年８月２日にＫを訪れたと主張しているが、Ｋが確認する限りでも同

日の送迎表や運行記録簿には一切Ｄ組合員の名前は表れていない。 

そもそもＫは、障害を持つ児童を対象とする福祉施設であり、当然それ

ぞれの児童の特性にあった対応が求められる。児童によってはあまり面識

のない者とコミュニケーションをとることが難しい者も存在し、たったの

２度事務所を訪れた者に児童に対する対応を任せられるわけもなく、仮に

そのような者が応援に来ても業務を遂行する人員として数えられるわけが
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ない。 

ｅ Ｃ社長がＭのＤ組合員に対するヒアリングに参加していたことについて 

Ｃ社長はＤ組合員に対するヒアリングに参加しているが、その参加には

合理的理由があり、かかる事実をもってＫの使用者性を基礎づけるもので

はない。以下、Ｃ社長の参加の経緯等について述べる。 

（ａ）Ｍの虐待防止委員会について 

障害者福祉事業において、障害者に対する虐待は必ず防止すべき事項

であり、各事業所は虐待防止委員会を設置している。そして、同一組織

に属する者だけでは実際に虐待が起こった際に隠蔽等のリスクがあるこ

とから、虐待防止委員会に第三者を参加させることは通常行われている。

実際に、Ｋにおいても、その虐待防止委員会に第三者を入れるべく、Ｍ

以外の第三者に声がけをしている。Ｃ社長も虐待の隠蔽やうやむやに対

処してしまう事態を防ぐため、Ｍの管理者に依頼され、第三者としてＭ

の虐待防止委員会に参加した。この虐待防止委員会は少なくとも年２回、

定期的に開催が予定されていた。 

（ｂ）令和５年３月29日及び同年４月14日のヒアリングの参加の経緯 

令和５年３月13日に虐待防止委員会が開催され、その中でＮ管理者か

ら、Ｎの従業員の聴取の結果、Ｄ組合員に虐待の疑いがあるとの報告が

あった。 

そして、Ｐ管理者は、Ｄ組合員に事実確認をする必要があると考えて

いるが、第三者の視点を入れて公平性を担保するために、Ｍの管理者の

みならず第三者を入れてＤ組合員から聴き取りを行うと述べた。 

その後、Ｐ管理者は、Ｃ社長とは別の第三者に依頼をしたようである

が、同人からは出席を拒否されたとのことであり、Ｐ管理者からＣ社長

に依頼があった。Ｃ社長としても、児童の虐待（疑い）という早期に解

決が図られるべき内容である上に虐待防止委員会にも参加していたこと

から、やむなく出席をすることにした。  

（エ）以上、ＭとＫは、研修や虐待防止等について協力し合う程度の関係しか持

たない完全な別法人であり、実質的に同一の法人であったとはおよそ認めら

れない。 

Ｂ社長の供述を前提にしても、ＭとＫは実質的に同一の企業であるとはい

えず、Ｋが「使用者」であるとはいえない。 

イ 団交拒否について 

ＫはＤ組合員の「使用者」には該当せず、またＭと実質的に同一の法人であ
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ったともおよそ認められないのであるから、Ｋが組合の団交に応じる理由はな

い。 

第６ 争点に対する判断 

１ 争点１（ＪがＭを破産させることにより令和５年８月31日付けでＤ組合員を解雇し

たことは、組合員であるが故の不利益取扱い及び組合に対する支配介入に当たるか。）

について 

（１）Ｊは、Ｄ組合員の解雇に関し、Ｄ組合員の労働組合法上の使用者に当たるかにつ

いて 

ア 前記第４．２(１)エ認定のとおり、Ｄ組合員は、令和３年10月、Ｍに採用さ

れ、その後、Ｍの事業所において就業していたのであり、Ｄ組合員とＪとの間

に直接の雇用関係がないことに争いはない。 

しかしながら、労働組合法第７条にいう「使用者」とは、一般に労働契約上

の雇用主をいうが、雇用主以外の事業主であっても、当該労働者の基本的な労

働条件等について、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体

的に支配、決定することができる地位にある場合には、その限りにおいて、同

条にいう「使用者」に当たると解するのが相当である。 

イ 前記第４．２(２)コ認定によると、Ｄ組合員は、Ｍから、5.7.31解雇予告通

知書により、Ｎの閉鎖に伴い、令和５年８月31日付けで解雇する旨を通知され

たことが認められる。 

そこで、ＪがＤ組合員の解雇に関し、雇用主と同視できる程度に現実的かつ

具体的に支配、決定することができる地位にあるかについて、以下検討する。 

（ア）前記第４．２(１)イ認定によると、5.7.31解雇予告通知書が出された当時、

Ｍの社員は、Ｊ及びＢ社長の２者のみであったことが認められる。そして、

Ｂ社長がＪの代表取締役であり、Ｊの行為を決定できる立場であったことも

併せ考えると、Ｍの社員総会決議で決定すべき事項（解散等）については、

Ｂ社長の意思のみによって決定することができたと考えられる。そうすると、

Ｎを閉鎖するかや本件破産申立てを行うかなど、Ｍの事業の存続や廃止に関

する事項については、Ｍの代表理事でもあったＢ社長の意思のみによって決

定することができたと認められる。 

（イ）また、前記第４．２(１)ア認定のとおり、Ｊのホームページには、令和元

年９月頃からＭがＪグループとなる旨掲載されていたことも認められ、Ｊと

Ｍは、Ｊが、ＭをＪグループとして公開できる関係性であったといえる。 

（ウ）さらに、前記第４．２(２)カ認定のとおり、令和５年６月及び７月に、Ｊ

がＭの銀行口座へ振込みを行い資金を融通したことが認められ、ＪはＭに対
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し、経済的に影響力があったといえる。 

（エ）以上のことを総合的にみると、Ｍの代表理事であるＢ社長が代表取締役を

務めるＪは、単なるＭの社員という立場を超えて、Ｍをグループ扱いし、同

社に経済的な影響力を有していたものであり、同社の事業の存続や廃止につ

いて、最終的に決定することができたものと考えられる。したがって、Ｊは、

5.7.31解雇予告通知書により、Ｎの閉鎖に伴い、令和５年８月31日付けでＤ

組合員を解雇することについて、部分的に雇用主と同視できる程度に現実的

かつ具体的に支配、決定することができる地位にあったといえ、Ｄ組合員の

労働組合法上の使用者といえる。 

（２）Ｊは、Ｄ組合員が組合の組合員であることから、Ｍを破産させたと認められるか

について 

ア 組合は、Ｍの破産について、①破産するほどの経営状況に陥ったとは考えら

れないこと、②「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律」に定められた廃止の手続を無視し、支援を要する児童への支援の継続さえ

も考慮することなく閉鎖を急いだことを挙げ、組合嫌悪の下、Ｄ組合員を解雇

する目的をもってなされた偽装破産であった旨主張するので、以下検討する。 

イ まず、Ｍの本件破産申立てに至るまでの経営状況についてみる。 

（ア）前記第４．２(１)イ、(２)ウ、カ、ク認定によると、①Ｅ氏は、令和元年

９月７日に社員を辞した後もＭにおいて職員として管理・監督業務を行って

いたが、同５年６月頃Ｍを退職したこと、②Ｅ氏は5.6.2団交にＭ側の出席者

として出席していたこと、③Ｊは、Ｍの銀行口座へ、同５年６月21日に58万

2,463円、同月23日には55万円の振込を行ったこと、④同年７月のＭの口座残

高は40万9,506円であったこと、がそれぞれ認められる。 

また、前記第４．２(３)ア認定によれば、令和５年８月16日にＭは、京都

地方裁判所に対し、本件破産申立てを行い、Ｍの代理人弁護士が同日付けで

裁判所に提出した報告書には、Ｍの破産原因が生じた事情として、(ⅰ)令和

２年度から同４年度にかけて人件費が上昇していたこと、(ⅱ)令和３年度に

営業損失約1,000万円、同４年度に営業損失約1,500万円を出しており、両事

業所合わせて、月に100万円以上の赤字を出していたこと、(ⅲ)令和３年３月

末時点、3,500万円あった預金額が、同４年３月末に1,900万円、同５年３月

末に320万円まで減少し、同５年７月末時点では、30万円程度しかなかったこ

と、(ⅳ)Ｅ氏による運営を巡り、Ｂ社長とＥ氏の間の信頼関係が崩壊し、Ｅ

氏が令和５年６月頃に退職をした後、Ｂ社長が、経営状態改善のため、従業

員に対して、人員削減を指示したところ、Ｂ社長と従業員の関係が著しく悪
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化したこと、(ⅴ)Ｂ社長は、令和５年６月末頃に預金残高が80万円程度にな

った後に、Ｊからの援助などにより資金融通したこと、(ⅵ)Ｂ社長が経営再

建のため、一部の事業所の閉鎖を行ったが、残りの事業所の継続も難しく、

突発破綻を避けるために経営再建を断念し、破産申立てをすることとし、同

年７月31日付けでＮの従業員に対し、また、同年８月２日付けでＰの従業員

に対し、解雇予告通知書を送付したこと等が記載されていたこと、が認めら

れる。 

さらに、前記第４．２(４)イ、ウ認定のとおり、①破産管財人は、京都地

方裁判所に対し、5.11.22業務要点報告書を提出し、同報告書には、令和２年

度から同４年度の業務推移が記載されており、同２年度には営業損益がマイ

ナスであり、同３年度以降は、営業損益、経常損益、当期損益及び純資産の

いずれも、マイナスであったこと、②同６年３月７日、京都地方裁判所は、

Ｍについて、破産手続の費用不足を理由として、本件破産手続廃止決定を行

ったこと、が認められる。 

（イ）これらのことからすると、Ｍは令和３年頃から経営不振に陥り、5.6.2団交

にＭ側として出席するなどＭの管理監督業務を行っていたＥ氏が同５年６月頃

に退職したことを機に、Ｂ社長が管理業務等を引継ぎ、経営改善を図ったが、

経営状況は改善せず、事業継続を断念し、同年８月16日に本件破産申立てを行

ったことは、不自然とはいえない。また、5.11.22業務要点報告書の内容及び

同６年３月７日に、京都地方裁判所が、破産手続の費用不足を理由として本件

破産手続廃止決定を行った事実からも、Ｍの経営状況は再建の見込みがないほ

ど悪化していたとみるのが相当である。 

したがって、Ｍが破産するほどの経営状況に陥ったとは考えられないとい

う組合の主張には、理由がない。 

（ウ）また、前記第４．２(３)ア(エ)認定のとおり、Ｍは、Ｎの従業員及びＰの

従業員に対しても解雇予告通知書を送付しており、本件破産申立てが、組合

員であるＤ組合員を解雇する目的で行われたとまではいえない。 

ウ 次に、Ｍが「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」

に定められた廃止の手続を無視し、閉鎖を急いだとの組合の主張について検討

する。 

この点、同法に基づく廃止手続違反についての事実の疎明はなく、また、仮

に、Ｍが同法に基づく廃止手続に違反していたとしても、そのことだけをもっ

て、本件破産申立てが組合員であるＤ組合員を解雇する目的で行われたと認め

られるものではない。 
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エ 以上のとおりであるから、本件破産申立てが、Ｄ組合員を解雇する目的をも

ってなされた偽装破産であるとの組合の主張は採用できず、この点に関する組

合の申立ては棄却する。 

（３）Ｊは、Ｍを破産させることによって、組合に対する支配介入を行ったと認められ

るかについて 

組合は、偽装破産によってＤ組合員を解雇する行為は、組合の結成・運営に支

配介入する行為に当たる旨主張するが、上記(２)判断のとおり、Ｍが本件破産申

立てを行ったことは不自然とはいえず、組合の消滅を意図したものとはいえない

から、本件破産申立ては、組合の結成・運営に支配介入する行為には当たらず、

この点に関する組合の申立ては棄却する。 

２ 争点２（Ｊは、5.9.4団交申入れに係る団交に関し、Ｄ組合員の労働組合法上の使

用者に当たり、Ｊが同団交に応じなかったことは、正当な理由のない団交拒否に当た

るか。）について 

（１）前記第４．２(３)ウ認定のとおり、5.9.4団交申入書の要求事項は、①Ｎ及びＰ

の閉鎖を撤回し、存続の方途を検討すること、②Ｄ組合員に対する解雇を撤回す

ること、③他の事業所への配転など解雇を回避する方途を検討すること、④資料

を示してＪの５期分の経営状況を明らかにすること等であったことが認められる。 

以上のことからすると、5.9.4団交申入書の要求事項は、Ｍの閉鎖やＤ組合員の

解雇に関することであり、組合員の労働条件その他の待遇に関する事項であるか

ら、義務的団交事項に当たるといえる。 

（２）この点、Ｊは、Ｄ組合員と労使の関係にないことから団交拒否に該当しないと主

張している。 

しかしながら、前記１(１)イ(イ)判断のとおり、Ｊは、Ｍの事業の存続や廃止

について、最終的に決定することができたものと考えられる。したがって、Ｊは、

5.9.4団交申入書の要求事項のうち、①Ｎ及びＰの閉鎖を撤回し、存続の方途を検

討すること、②Ｄ組合員に対する解雇を撤回すること、③他の事業所への配転な

ど解雇を回避する方途を検討することについて、雇用主と部分的とはいえ同視で

きる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にあるといえ、

5.9.4団交申入れに係る団交に関し、Ｄ組合員の労働組合法上の使用者に該当する。 

（３）また、Ｊが、5.9.4団交申入れに対し、団交に応じていないことについて、当事

者間に争いはない。 

（４）したがって、Ｊが5.9.4団交申入れに対し、団交に応じていないことは、正当な

理由のない団交拒否であり、労働組合法第７条第２号に該当する不当労働行為で

ある。 
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３ 争点３（Ｋは、5.7.24団交申入れ、5.8.3団交申入れ及び5.9.4団交申入れに係る団

交に関し、Ｄ組合員の労働組合法上の使用者に当たり、Ｋが同団交に応じなかったこ

とは、正当な理由のない団交拒否に当たるか。）について 

（１）前記第４．２(１)エ認定のとおり、Ｄ組合員は、令和３年10月、Ｍに採用され、

その後、Ｍの事業所において就業していたことが認められ、また、Ｄ組合員とＫ

との間に直接の雇用関係がないことについて、当事者間に争いはない。 

しかしながら、労働組合法第７条にいう「使用者」とは、一般に労働契約上の

雇用主をいうが、雇用主以外の事業主であっても、当該労働者の基本的な労働条

件等について、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支

配、決定することができる地位にある場合には、その限りにおいて、同条にいう

「使用者」に当たると解するのが相当である。 

前記第４．２(２)ケ、シ、(３)ウ認定によると、①5.7.24団交申入れの要求事

項は、Ｅ氏がＤ組合員に対する生徒からの隔離などに関わった経緯を説明するこ

と、正当な残業代を支払うこと等であったこと、②5.8.3団交申入れの要求事項は、

Ｍの事業所閉鎖に関して、３事業所全体の経営状況を明らかにすることであった

こと、③5.9.4団交申入れの要求事項は、Ｄ組合員の解雇撤回等であったことが認

められ、いずれもＤ組合員の処遇や雇用契約に関わるものであったといえ、義務

的団交事項に当たるといえる。 

そこで、Ｋが、上記各要求事項に対し、Ｄ組合員の基本的な労働条件等につい

て、雇用主と同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる

地位にあるかについて、以下検討する。 

（２）組合は、ＭとＫの関係性について、①ＭとＫの登記簿上の住所が一致しているこ

と、②ＫとＭが合同研修を行っていたこと、③Ｋの取締役であるＥ氏はＭの従業

員としても働いており、組合との団交時にＭ側の参加者として主に発言していた

こと、④ＫとＭが業務応援を行っていたこと、⑤ＫのＣ社長がＤ組合員に対する

ヒアリングに参加していたことを挙げ、ＫがＤ組合員の労働組合法上の使用者に

当たる旨主張する。 

（３）前記４．１(３)、２(１)イ、カ、(２)ウ認定によると、確かに、Ｍの主たる事務

所の所在地とＫの本店所在地は一致しており、Ｅ氏は、Ｍの従業員であり、Ｋの

取締役であったこと及びＣ社長が5.4.14虐待防止委員会に参加していたことは認

められるほか、ＭとＫが合同で研修を実施したことについて当事者間に争いはな

く、ＭとＫに、一定の関わりがあった事実は否定できない。しかしながら、登記

簿上の住所が同一であることや、合同で研修を実施したことが直ちに両社が同一

組織であることを示すものではないし、5.6.2団交にＥ氏が出席していたことにつ
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いても、Ｅ氏はＭの従業員でもあるから、不自然ではなく、Ｋの取締役として出

席していたこと等を証する事実の疎明もない。また、Ｃ社長が5.4.14虐待防止委

員会に出席したものの、その後、Ｃ社長がＤ組合員への処分やＤ組合員の解雇に

関与したと認めるに足る事実の疎明もない。なお、ＫとＭが業務応援を行ってい

たとの主張については、当事者間に争いがあり、当該主張を認めるに足る事実の

疎明もない。 

以上のことからすると、Ｋは、Ｄ組合員に対する生徒からの隔離や残業代の支

払、Ｍの事業所閉鎖及びＤ組合員に対する解雇の撤回等について、Ｍと部分的と

はいえ同視し得る程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる立場に

あったものとはいえない。 

したがって、Ｋは、5.7.24団交申入れ、5.8.3団交申入れ及び5.9.4団交申入れ

に係る団交に関し、Ｄ組合員の労働組合法上の使用者に当たるとはいえず、これ

らの点に係る組合の主張は、その余を判断するまでもなく、いずれも棄却する。 

３ 救済方法 

組合は、誓約文のホームページへの掲載をも求めるが、主文２の救済をもって足

りると考える。 

 

 以上の事実認定及び判断に基づき、当委員会は、労働組合法第27条の12及び労働委員会

規則第43条により、主文のとおり命令する。 

 

  令和７年５月23日 

                     大阪府労働委員会 

                        会長 小 林 正 啓 

 

 


